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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃料集合体又は制御棒をクレーンで把持して移動させる燃料取替機制御装置の第１イン
ターフェースの設定入力フォームをリモート表示する第１リモート表示部と、
　前記クレーンの一連の作業における掴み位置及び放し位置を作業順番に従って記述した
シーケンス情報を生成するシーケンス情報生成部と、
　前記リモート表示された設定入力フォームに前記シーケンス情報の前記掴み位置及び放
し位置を前記作業順番に従って自動で設定入力させる設定入力部と、
　前記燃料取替機制御装置に設定入力した前記掴み位置及び／又は放し位置を第２インタ
ーフェースにグラフィックした装荷位置フォームをリモート表示する第２リモート表示部
と、
　前記リモート表示されている前記装荷位置フォームを前記設定入力の個々のタイミング
に同期してキャプチャする表示キャプチャ部と、
　前記シーケンス情報に照らし前記第１インターフェースの設定入力と前記第２インター
フェースのグラフィック内の識別位置とが一致しているか否かを判定する判定部と、
を備えることを特徴とする燃料取替機制御装置の検査装置。
【請求項２】
　前記キャプチャされた装荷位置フォームのうち前記掴み位置及び／又は放し位置がグラ
フィックされている位置を識別する位置識別部をさらに備える請求項１に記載の燃料取替
機制御装置の検査装置。
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【請求項３】
　前記一連の作業における全ての掴み位置及び放し位置に対する判定結果を記録したテー
ブルを生成する生成部をさらに備える請求項１又は請求項２に記載の燃料取替機制御装置
の検査装置。
【請求項４】
　前記設定入力部は、前記シーケンス情報に記述されている複数のうち指定した検査項目
の掴み位置及び放し位置を設定入力させ、
　前記生成部は、前記指定された検査項目の前記判定結果を前記テーブルに対し上書き記
録する請求項３に記載の燃料取替機制御装置の検査装置。
【請求項５】
　燃料集合体又は制御棒をクレーンで把持して移動させる燃料取替機制御装置の第１イン
ターフェースの設定入力フォームをリモート表示するステップと、
　前記クレーンの一連の作業における掴み位置及び放し位置を作業順番に従って記述した
シーケンス情報を生成するステップと、
　前記リモート表示された設定入力フォームに前記シーケンス情報の前記掴み位置及び放
し位置を前記作業順番に従って自動で設定入力させるステップと、
　前記燃料取替機制御装置に設定入力した前記掴み位置及び／又は放し位置を第２インタ
ーフェースにグラフィックした装荷位置フォームをリモート表示するステップと、
　前記リモート表示されている前記装荷位置フォームを前記設定入力の個々のタイミング
に同期してキャプチャするステップと、
　前記シーケンス情報に照らし前記第１インターフェースの設定入力と前記第２インター
フェースのグラフィック内の識別位置とが一致しているか否かを判定するステップと、を
含むことを特徴とする燃料取替機制御装置の検査方法。
【請求項６】
　コンピュータに、
　燃料集合体又は制御棒をクレーンで把持して移動させる燃料取替機制御装置の第１イン
ターフェースの設定入力フォームをリモート表示するステップ、
　前記クレーンの一連の作業における掴み位置及び放し位置を作業順番に従って記述した
シーケンス情報を生成するステップ、
　前記リモート表示された設定入力フォームに前記シーケンス情報の前記掴み位置及び放
し位置を前記作業順番に従って自動で設定入力させるステップ、
　前記燃料取替機制御装置に設定入力した前記掴み位置及び／又は放し位置を第２インタ
ーフェースにグラフィックした装荷位置フォームをリモート表示するステップ、
　前記リモート表示されている前記装荷位置フォームを前記設定入力の個々のタイミング
に同期してキャプチャするステップ、
　前記シーケンス情報に照らし前記第１インターフェースの設定入力と前記第２インター
フェースのグラフィック内の識別位置とが一致しているか否かを判定するステップ、を実
行させることを特徴とする燃料取替機制御装置の検査プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、原子力プラントの燃料集合体や制御棒を取り替える燃料取替機制
御装置の検査技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　原子力プラントは、運転期間の終了後、燃焼度の高い燃料集合体を炉心から取り出して
燃料貯蔵プールに移送したり、炉心の装荷位置に依存して燃焼度の相違する燃料集合体を
配置変更したり、炉心から取り出した数と同数の燃料集合体を新たな装荷して、運転サイ
クルをまわしている。
　このように燃料集合体を移送するクレーンを自動制御する燃料取替機制御装置は、移送
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元の装荷位置（掴み位置）と移送先の装荷位置（放し位置）の座標データを、作業員が入
力するように設計されている（例えば、特許文献１）。
　そして、この作業員が座標入力した掴み位置及び放し位置は、モニタにグラフィック表
示された炉心水平断面の該当位置のシンボルを、状態変化させることにより確認される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１０３４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前述したような燃料取替機制御装置を新規製造又は改造した場合、座標入力した掴み位
置及び放し位置とグラフィック表示で状態変化したシンボル位置との間の対応関係を、確
認する検査項目がある。
　しかし、掴み位置及び放し位置の入力座標とグラフィック表示のシンボル位置との組み
合わせは、多数にのぼるため、人間系に依存した検査作業では膨大な時間を費やしてしま
う課題があった。さらに、ヒューマンエラーに基づく誤った検査結果が報告されてしまう
課題があった。
　また、燃料取替機制御装置は、主たる動作と関係の少ない検査機能のような機能を、追
加して実装することを歓迎しない実情がある。
【０００５】
　本発明の実施形態はこのような事情を考慮してなされたもので、燃料取替機制御装置の
実行プログラムに追加機能を実装させることなく自動化を実現させる燃料取替機制御装置
の検査技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　燃料取替機制御装置の検査装置において、燃料集合体又は制御棒をクレーンで把持して
移動させる燃料取替機制御装置の第１インターフェースの設定入力フォームをリモート表
示する第１リモート表示部と、前記クレーンの一連の作業における掴み位置及び放し位置
を作業順番に従って記述したシーケンス情報を生成するシーケンス情報生成部と、前記リ
モート表示された設定入力フォームに前記シーケンス情報の前記掴み位置及び放し位置を
前記作業順番に従って自動で設定入力させる設定入力部と、前記燃料取替機制御装置に設
定入力した前記掴み位置及び／又は放し位置を第２インターフェースにグラフィックした
装荷位置フォームをリモート表示する第２リモート表示部と、前記リモート表示されてい
る前記装荷位置フォームを前記設定入力の個々のタイミングに同期してキャプチャする表
示キャプチャ部と、前記シーケンス情報に照らし前記第１インターフェースの設定入力と
前記第２インターフェースのグラフィック内の識別位置とが一致しているか否かを判定す
る判定部と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の実施形態により、燃料取替機制御装置の実行プログラムに追加機能を実装させ
ることなく自動化を実現させる燃料取替機制御装置の検査技術が提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施形態に係る燃料取替機制御装置の検査装置を示すブロック図。
【図２】燃料取替機制御装置の第１インターフェースに表示される設定入力フォームを示
す図。
【図３】燃料取替機制御装置の第２インターフェースに表示され炉心水平断面をグラフィ
ックした装荷位置フォームを示す図。
【図４】炉心水平断面のグラフィックを構成する要素シンボルを示す図。



(4) JP 6367006 B2 2018.8.1

10

20

30

40

50

【図５】検査項目に対する判定結果を載せたテーブルを示す図。
【図６】実施形態に係る燃料取替機制御装置の検査装置の動作を説明するフローチャート
。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態を添付図面に基づいて説明する。
　図１に示すように燃料取替機制御装置３０の検査装置１０（以下、検査装置１０という
）は、燃料集合体４２（図３）又は制御棒４３をクレーンで把持して移動させる燃料取替
機制御装置３０の第１インターフェース３１の設定入力フォーム（図２）をリモート表示
する第１リモート表示部１１と、クレーンの一連の作業における掴み位置及び放し位置を
作業順番に従って記述したシーケンス情報１５ａを生成するシーケンス情報生成部１４と
、第１リモート表示部１１にリモート表示された設定入力フォーム（図２）にシーケンス
情報１５ａの掴み位置及び放し位置を作業順番に従って設定入力させる設定入力部１６と
、燃料取替機制御装置３０に設定入力した掴み位置４４及び／又は放し位置４５を第２イ
ンターフェース３２にグラフィックした装荷位置フォーム（図３）をリモート表示する第
２リモート表示部１２と、この第２リモート表示部１２にリモート表示されている装荷位
置フォームを設定入力部１６における設定入力の個々のタイミングに同期してキャプチャ
する表示キャプチャ部１７と、を備えている。
【００１０】
　燃料取替機制御装置３０は、原子炉圧力容器（図示略）の上部に設置されたクレーン（
図示略）の動作を、現場で制御するものである。
　このクレーンは、井桁状格子で区画された炉心４１（図３参照）に装荷されている燃料
集合体４２又は制御棒４３を把持し、これらを上下方向（図３の表示面垂直方向）及び水
平方向（図３の表示面平行方向）に移動させる。
　炉心４１において燃料集合体４２又は制御棒４３が装荷される位置は、設計基本情報で
ある装荷位置情報１３（１３ａ，１３ｂ）に基づいて規定されている。
【００１１】
　そして、燃料取替機制御装置３０は、第１インターフェース３１、第２インターフェー
ス３２及び実行命令出力部３５から構成されている。
　第１インターフェース３１は、画面フォームの蓄積部３４から設定入力フォーム（図２
）をダウンロードして操作画面に表示させる。
【００１２】
　この設定入力フォーム（図２）には、クレーン把持部が掴み動作を行う掴み位置（移動
元の位置）の座標及びクレーン把持部が放し動作を行う放し位置（移動先の位置）の座標
を入力するための入力エリア３６（３６ａ，３６ｂ）と、これら座標入力を確定したり取
消したりするボタン３８とが設けられている。
　燃料取替機制御装置３０の操作員は、設定入力フォーム（図２）に現れるカーソル３７
により入力エリア３６やボタン３８を指定して操作を実行する。
【００１３】
　第２インターフェース３２は、画面フォームの蓄積部３４から装荷位置フォーム（図３
）をダウンロードして操作画面に表示させる。
　装荷位置フォーム（図３）は、炉心４１の水平断面をグラッフィク化したもので、装荷
位置情報１３（１３ａ，１３ｂ）に連携した座標系により、燃料集合体４２（図３）又は
制御棒４３の装荷位置を規定している。
【００１４】
　この装荷位置フォーム（図３）の座標系で表される座標データが、設定入力フォーム（
図２）の入力エリア３６（３６ａ，３６ｂ）に、入力されることになる。
　そして、この入力エリア３６（３６ａ，３６ｂ）のそれぞれに座標データを入力し、確
定ボタン３８を押すと、この座標データが実行命令出力部３５に伝送される。
【００１５】
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　実行命令出力部３５は、インストールされているプログラム、第１インターフェース３
１から伝送された座標データ及び装荷位置情報１３ａに基づいてクレーンを自動操作する
実行命令を出力する。
　さらに、実行命令出力部３５は、第１インターフェース３１から伝送されクレーンの実
行命令の生成に利用した座標データを、さらに第２インターフェース３２に伝送する。
　これにより装荷位置フォーム（図３）における対応する装荷位置のグラフィックが、掴
み位置４４又は放し位置４５であることを示すシンボルに変化する。
　なお、図３において燃料集合体４２の装荷位置に関する掴み位置４４又は放し位置４５
についてシンボルの状態変化を示しているが、制御棒４３についても同様にシンボルを状
態変化させて示すことができる。
【００１６】
　検査装置１０は、実施形態において、第１インターフェース３１に直結させた第１検査
装置１０ａと、第２インターフェース３２に直結させた第２検査装置１０ｂとから構成さ
れているが、一つにまとめることもできる。
　これら検査装置１０（１０ａ，１０ｂ）は、汎用のパーソナルコンピュータで実現する
ことができる。
【００１７】
　第１リモート表示部１１は、燃料取替機制御装置３０にリモートアクセスして第１イン
ターフェース３１に表示されている設定入力フォーム（図２）をリモート表示する。
　そして、第１リモート表示部１１は、検査装置１０ａ側で、設定入力フォーム（図２）
のカーソル３７、入力エリア３６（３６ａ，３６ｂ）及びボタン３８を操作して、座標デ
ータを、燃料取替機制御装置３０の実行命令出力部３５に伝送させることができる。
【００１８】
　シーケンス情報生成部１４は、装荷位置情報１３に基づいて記述されている掴み位置４
４及び放し位置４５の作業順番を、装荷位置フォーム（図３）の座標系に基づいて記述し
直す。
　さらにシーケンス情報生成部１４は、この作業順番を、設定入力フォーム（図２）にお
けるカーソル３７、入力エリア３６（３６ａ，３６ｂ）及びボタン３８に対する一連の操
作データに変換したシーケンス情報１５ａを生成する。
【００１９】
　全ての燃料集合体４２及び制御棒４３に対して検査を実施するとなると、設定入力フォ
ーム（図２）の入力パターンは、数千通りとなる。
　このためシーケンス情報１５ａは、このように膨大な数の入力パターンを、検査順番に
従って次々と設定入力フォーム（図２）に設定できるように構成されている。
【００２０】
　設定入力部１６は、取得したシーケンス情報１５ａに記述されている掴み位置４４及び
放し位置４５の座標データを、作業順番に従って設定入力フォーム（図２）に、順次、自
動入力させる。
　この設定入力部１６により、設定入力フォーム（図２）の入力エリア３６（３６ａ，３
６ｂ）に座標データが入力されボタン３８が押される度に、第２インターフェース３２に
表示された装荷位置フォーム（図３）において、掴み位置４４及び放し位置４５を示すシ
ンボルの位置が更新されることになる。
【００２１】
　第２リモート表示部１２は、燃料取替機制御装置３０にリモートアクセスして第２イン
ターフェース３２に表示されている装荷位置フォーム（図３）をリモート表示する。
　表示キャプチャ部１７は、この第２リモート表示部１２にリモート表示されている装荷
位置フォーム（図３）を、設定入力部１６における設定入力の個々のタイミングに同期し
てキャプチャする。
【００２２】
　つまり、複数の設定入力フォーム（図２）の入力パターンのそれぞれに対応する複数の
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装荷位置フォーム（図３）をハードコピーした画像データが得られる。
　このようにして得られた複数の装荷位置フォーム（図３）の画像データは、蓄積部１８
に逐次蓄積される。
　これにより。設定入力フォーム（図２）の入力パターンの数が膨大である場合であって
も、対応する装荷位置フォーム（図３）の画像データを、短期間のうちに自動的に取得す
ることができる。
【００２３】
　なお、蓄積部１８に蓄積される装荷位置フォーム（図３）の画像データは、設定入力フ
ォーム（図２）への入力座標データに関連したファイル名を採用するとよい。
　そのためには、設定入力部１６から表示キャプチャ部１７に伝送されるシャッター信号
Ｓは、対応する装荷位置フォーム（図３）に入力した座標データを情報として組み込んだ
ものとする。
【００２４】
　位置識別部１９は、キャプチャされ蓄積部１８に蓄積されている装荷位置フォーム（図
３）の画像データを読み込んで、掴み位置４４及び／又は放し位置４５がグラフィックさ
れているシンボルの位置を識別する。
【００２５】
　図４は、装荷位置フォーム（図３）における炉心水平断面のグラフィックを構成する要
素シンボルを例示したものである。
　このように、炉心水平断面のグラフィックを構成する要素シンボルは、ＲＧＢ発光する
ピクセルの集合体として表されている。
　よって、装荷位置フォーム（図３）に表示される掴み位置４４及び放し位置４５の座標
データは、シンボルを構成するピクセル集合体の形状及び色彩に基づいて、識別すること
が可能である。
【００２６】
　判定部２１は、シーケンス情報１５ｂに照らし第１インターフェース３１の設定入力と
第２インターフェース３２のグラフィック内の識別位置とが一致しているか否かを判定す
る。つまり、蓄積部１８に逐次蓄積されている装荷位置フォーム（図３）の画像データの
蓄積順番（又はファイル名）と、グラッフィック中のシンボルの位置情報とから、一致／
不一致に関する判定を行うことができる。
【００２７】
　記録テーブル生成部２２は、一連の作業における全ての掴み位置４４及び放し位置４５
に対する判定結果を記録したテーブル（図５）を生成する。
　図５に示すように記録テーブルは、クレーンの操作対象（燃料集合体４２又は制御棒４
３）、動作（掴み、引抜、放し）及び座標データが記載されている検査項目と、それぞれ
の検査項目における判定結果（良／不良）と、それぞれの検査項目の判定時刻とが記載さ
れている
【００２８】
　また装荷位置フォーム（図３）を、記録テーブル（図５）の検査項目に紐付けて蓄積部
１８に登録する。
　これにより、カーソルを記録テーブル（図５）上の特定の検査項目に合わせると、対応
する装荷位置フォーム（図３）を、ポップアップ表示させることができる。
　このような、記録テーブルは、検査装置１０の表示部（図示略）で閲覧することができ
るとともに、検査成績書として出力することができる。
　これにより、検査作業のエビデンスを残して、後日参照することが容易になる。
【００２９】
　そして、記録テーブル（図５）の判定結果に不良が存在する場合は、実行命令出力部３
５にインストールされているプログラムに不具合があるということになる。
　よって、そのような場合は、プログラムを修正のうえ、実行命令出力部３５に再インス
トールして、シーケンス情報１５ａに基づいて、再検査を実施する。
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　この場合、シーケンス情報１５ａに記述されている全ての座標データを最初から設定入
力フォーム（図２）に、順次、自動入力させるとなると、処理時間が膨大となる。
【００３０】
　そこで、設定入力部１６において、シーケンス情報１５ａに記述されている複数のうち
不良の判定結果である検査項目を指定して、その掴み位置及び放し位置を設定入力する。
　これにより、指定した検査項目に対応する装荷位置フォーム（図３）のみが画像データ
としてキャプチャされ、再度、判定に付されることになる。
　そして生成部２２は、設定入力部１６で指定された検査項目の判定結果をテーブル（図
５）に対し上書き記録する。
　これにより、一回目の検査で不良の判定結果が発見され、プログラム修正した場合であ
っても、最初から検査をやり直す必要がなくなり、検査期間を短縮させることができる。
【００３１】
　図６のフローチャートに基づいて検査装置の動作を説明する。
　燃料取替機制御装置３０の第１インターフェース３１に第１検査装置１０ａを接続して
設定入力フォーム（図２）をリモート表示させ（Ｓ１１）、第２インターフェース３２に
第２検査装置１０ｂを接続して装荷位置フォーム（図３）をリモート表示させる。
　また、一方で設定入力フォーム（図２）に入力する掴み位置及び放し位置を作業順番に
従って記述したシーケンス情報１５を生成する（Ｓ１２）。
【００３２】
　リモート表示された設定入力フォーム（図２）に、シーケンス情報の掴み位置４４及び
放し位置４５を作業順番に従って設定入力する（Ｓ１３）。
　すると、設定入力された掴み位置４４及び／又は放し位置４５を第２インターフェース
３２にグラフィックさせた装荷位置フォーム（図３）が第２検査装置１０ｂにおいてリモ
ート表示される（Ｓ１４）。
【００３３】
　そして、リモート表示されている装荷位置フォーム（図３）のグラフィックを、設定入
力フォーム（図２）で設定入力したタイミングに同期してキャプチャする（Ｓ１５）。
　さらに、このキャプチャしたグラフィックに含まれる掴み位置４４及び放し位置４５の
シンボルを識別する（Ｓ１６）。
【００３４】
　このシンボルとして識別された掴み位置４４及び放し位置４５が、シーケンス情報１５
ｂの対応する順番に記述されている座標データに一致していれば（Ｓ１７：Ｙｅｓ）、良
判定としてテーブル（図５）に記録し（Ｓ１８，Ｓ２０）、不一致であれば（Ｓ１７：Ｎ
ｏ）、不良判定としてテーブル（図５）に記録する（Ｓ１９，Ｓ２０）。
　このＳ１３からＳ２０までの検査を、検査項目が最後になるまで繰り返し（Ｓ２１：Ｎ
ｏ，Ｙｅｓ）、テーブル（図５）を検査結果として出力する（Ｓ２１）。
【００３５】
　ここで、テーブル（図５）において、判定結果が不良である検査項目がある場合は（Ｓ
２３：Ｙｅｓ）、燃料取替機制御装置３０の実行命令出力部３５を制御するプログラムに
不具合が存在するということになる。
　そこで、このプログラムを修正して（Ｓ２４）、シーケンス情報のうち不良の設定入力
に該当する検査項目のみ指定して（Ｓ２５）、（Ｓ１３）から（Ｓ２２）までのフローを
実行し、判定結果が全て良になれは、検査終了となる（Ｓ２３：Ｎｏ，ＥＮＤ）。
【００３６】
　なお、数千通りにわたる設定入力フォーム（図２）の入力パターンを全て検査する場合
は、処理に時間が掛かるので、テーブル（図５）が検査結果として出力された時点（Ｓ２
２）に同期して、お知らせメールを所定のアドレスに送信するようにしてもよい。
　また、処理が停滞してタイムアウトを検出した場合も、不具合が発生したことのお知ら
せメールを、所定のアドレスに送信するようにしてもよい。
【００３７】
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　以上述べた少なくともひとつの実施形態の燃料取替機制御装置の検査装置によれば、燃
料取替機制御装置にリモートアクセスすることにより、燃料取替機制御装置の実行プログ
ラムに追加機能を実装させることなく検査を自動化することが可能となる。
【００３８】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更、組み合わせを行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の
範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含
まれるものである。
　また、燃料取替機制御装置の検査装置の構成要素は、コンピュータのプロセッサで実現
することも可能であり、燃料取替機制御装置の検査プログラムにより動作させることが可
能である。
【符号の説明】
【００３９】
　１０…燃料取替機制御装置の検査装置，１０ｂ…第１検査装置，１０ａ…第２検査装置
，１１…第１リモート表示部，１２…第２リモート表示部，１３（１３ａ，１３ｂ）…装
荷位置情報，１４…シーケンス情報生成部，１５（１５ａ，１５ｂ）…シーケンス情報，
１６…設定入力部，１７…表示キャプチャ部，１８…装荷位置フォームの画像データの蓄
積部，１９…位置識別部，２１…判定部，２２…記録テーブル生成部，３０…燃料取替機
制御装置，３１…第１インターフェース，３２…第２インターフェース，３４…画面フォ
ームの蓄積部，３５…実行命令出力部，３６（３６ａ，３６ｂ）…入力エリア，３７…カ
ーソル，３８…ボタン，４１…炉心，４２…燃料集合体，４３…制御棒，４４…掴み位置
，４５…放し位置。

【図１】 【図２】

【図３】
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